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自転車等に対する交通反則通告制度
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来交通痕則通毯制饉とは‐ 較的軽薇′1交通掛反に,加反則
告知吉〈いわゆる[両切行Dが交何され.螢反者が反則舎を
認付すれば]」事罰に科されな,ヽ制優です

白転車関連事故や自転車の通反による検掌件数が
増え.取り締まりに実効仕や台理化が求められる
●.刑事手続とは興なるこの制煙の導入により.比
較的軽微な遅反が迅速かつ円滑に処理されれ
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走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じたり.[酒酔い運転」や[妨告運i側など.
特に悪質な達反行為|よ交通反則通告制度の対象外のため.これまで通」赤切符を受け.
刑事手続となります.
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警察官の指導や警告を受けた場合は
すみやかに従わなければなりません。

自転車の
基 本 的 な ル ー ル

伯 転コ安全利用五則」

を確認してみま味 0.

▼
警告に従わずに違反行為を持けた場合,通行車両や歩
行者に危餃を生じさせる行為.交通事故itつながるような

需質‐危険な連反行為は.取り締まりの対象となります
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ヽこの資日で「)劇とは樋 お交通法をいいます

16歳吐!
取り締まりの対象年齢は
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適断踏切立ち入り イヤホンの使用
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車両の運転者としての自覚と責任をすoち、
今まで以上に.ルールをしっかり守|,ましよう。
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鎌倉市交通安全対策協議会
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反則金の額

(円 )

注1  12.000
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反則行為の種類
反則全の順
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乗合自動車発進妨吉

割込み等

交差点右左折等合図車妨害

交差点優先輩妨害

緊急車妨吉等

交差点等進入禁止連反

篇灯火

減光等義務連反

合口不履行

合図制限連反

警自器吹鳴i務連反

柔車調載方法迪反

軽車両墜価不良

自転軍制動装置不良

泥はイ,運転

転落等防止措置義務連反

転落積銀物等危険防止1首置義務連反

安全不確認ドア円 ,●等

停止措置義務導反

公安委員会遵守事項準反

通行許可条件達反

歩道徐行等義務連反

路側帯進行方法連反

並進禁止連反

軌適跛内逸反

遺ヽ外出右左折方法連反

交差点右左析方法達反

環状交差点左li等方法連反

軽車両桑車油載制限連反

制限外許可条

「

連反

原付等牽引連反

B氣車遺通行霧務連反

警音器使用制限違反

駐停車禁上 高齢運転者等専用場所等

場所等  高昴運転者等専用場所等以外

駐車禁上 高齢運転者等専用場所等
場所等  高1令運転者等専用場所等,,外

遮断踏切立入り

_ 25km以上30km未満

震 20km以上25km未満

艦 i5km以上20km未満
〕5km未満

駐 鮒 車禁上 高齢運転者等専用場所等
停  場所等  高齢運転者識 用場所等以外
‐

蓮  駐車禁止 F齢運転者等専用場所等
反  場所等  高齢運転者導専用場所等以外

信号無視 電3等
鳳 メ

通行区分遠反

追越し連反

踏切不停止半

交差点安全進行義務連反

環状■差点安全進行義務連反

横断歩行者等妨害等

安全運転義務連反

源行禁止違反

歩行者用道路徐行連反

歩行者等側方通過残槌 反

急ブレーキ禁止連反

法定横断等奈止通反

路画電車後方不停止

優先渡路通行草妨害等

瑕状交差点通行車,1吉等

徐行場所連反

指定を所一時不停止等

幼児椰通行妨害

安全地帯徐行退反

想側方通過車量務退反

通行帯違反

迫路外出右た折合図車妨害

指定横断等禁止逮反

筆間距饉不保持

進路変更票止退反

追い付かれた車両の義務連反
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負傷者がいる場合には何より先に救護にあたり.迷わす1嚇 報をして救急車を呼0ましょう.
二次災害を防ぐため.安全を確保してから110晉通報して警察に適撻しましょう.
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自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額

反則行為の種類

飢帯電話使用等 (保持 ,
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もし、事故を起こしたり
事故にあつたら…


